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１ 計画の目的 

 

障害福祉計画は、障害者自立支援法第88条に基づき、障害のある人が安心して日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの提供体制の確保に

関する事項を定めるものです。 

 本市は、平成19年３月に障害のある人のための施策に関する基本的な計画「袋井

市第１次障害者計画」と、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供

体制を確保する数値目標を示す「袋井市第１期障害福祉計画」を、平成21年３月に

「袋井市第２期障害福祉計画」を策定し、障害のある人が住み慣れた地域でその人ら

しく自立した生活を送ることができるように様々な支援を行ってまいりました。 

２期にわたる計画期間中に施設整備も進み、利用者数も年々増加しておりますが、

更なる福祉資源、サービスの提供体制の充実を図るため、第２期までの進捗状況の分

析や国・県の指針を踏まえ、平成26年度を目標年次とした、「第３期障害福祉計画」

を策定するものです。 

なお、「第 1 次障害者計画」は、平成 19 年度から平成 23 年度までの５ヵ年計画

であり、新たな計画の策定が必要ですが、この根拠法令である「障害者基本法」が

平成 23 年８月に改正され、これに伴い「静岡県障害者計画」が平成 24 年度に策

定される予定であることから、本市の「第 2 次障害者計画」も県の計画と整合を図

りながら平成 24 年度に策定することといたします。 

 

２ 計画の基本的な考え方（障害福祉計画が目指すもの） 

 

これまでの取組を更に推進するよう、第１期及び第２期の実績及び地域の実情を

踏まえ策定します。 

（１）障害のある人の自己決定と自己選択の尊重      

障害の種別、程度を問わず、障害のある人が自ら居住する場所を選択し、必要 

とする障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業による支援が受けられ 

るよう提供体制の整備を進めます。 

（２）地域生活移行や就労移行の課題に対応したサービス基盤の整備     

地域生活への移行や一般就労等への移行といった課題に対応していくため、 

グループホーム等の充実を図り、障害のある人等の生活を地域全体で支えるシ 

ステムをつくり、身近な地域におけるサービス拠点、ＮＰＯ法人等によるサー 

ビスの提供、地域の社会資源を最大限に活用してサービス提供体制の整備を進 

めます。 

（３）計画の変更 

障害者自立支援法が廃止され、新たに障害者総合支援法が平成 25 年４月に 

施行される予定であることから、計画期間中に計画を見直すこととなる可能性 

があります。 
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 計画の位置づけ・期間 

 

本市における障害者施策は、施策の基本的方向を示す「障害者計画」と、施策の

目標数値を示す「障害福祉計画」で進められており、これらは「袋井市総合計画」

の一環として部門別・具体的計画の役割を担うものです。 

第２期障害福祉計画の計画期間は平成２１年度から平成２３年度までの３カ年計

画となっていますことから必要な見直しを行い、平成 24 年度から平成 26 年度ま

での３年間を計画期間とする第３期計画を策定するものです。 

 

◆障害者計画と障害福祉計画の関係 

障害者計画 

◎根拠法令 

障害者基本法（第 11 条第３項） 

 

◎位置づけ 

障害のある人のための施策に   

関する基本的な事項を定める 

計画 

 

◎計画期間 

第１次：（５年間） 

平成１９年度～２３年度 

第２次：（６年間） 

平成２４年度～２９年度 

障害福祉計画 

◎根拠法令 

 障害者自立支援法（第８８条） 

 

◎位置づけ 

 障害福祉サービス、相談支援及び地

域生活支援事業の提供体制の確保に

関する計画 

 

◎計画期間 

 第１期：平成１９年度～２０年度 

 第２期：平成２１年度～２３年度 

 第３期：平成２４年度～２６年度 

 

◆計画の期間 

平成 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

障害者

計画 

           

障害福

祉計画 

           

 

 

 

 

           

第 １ 次  第 ２ 次 

  

第１期 第 ２ 期 第 ３ 期 
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４ 計画の策定体制 

 

 この計画は「袋井市障害者計画」と一体的にすすめていくため、「袋井市障害者

計画推進協議会」及び「中遠地域自立支援協議会」における意見を踏まえて策定し

ました。 

また、関係団体やサービス事業者からも聴き取りを行い、要望や意見をできる限

り計画に反映させています。 

 

◆ 障害者計画推進協議会での審議 

    地域住民組織、福祉関係団体、保健福祉医療、教育等の各分野の代表で構成す 

る袋井市障害者計画推進協議会において平成２３年 7 月から平成 24 年 1 月まで

の間、３回の会議を開催し、審議を行いました。（委員構成 資料３） 

 

◆ 障害者団体からの意見聴取 

障害者団体から要望や意見を聴取し、寄せられた意見等について、計画策定審

議段階で活用し、計画に反映させています。 

◇団 体：身体障害者福祉会、身体障害者福祉会聴覚障害者部会、身体障害者福 

祉会視覚障害者部会、手をつなぐ育成会、精神障害者団体  ５団体 

◇期 間：平成 23 年９月 ～ １1 月 

◇方 法：対面式インタビュー及び書面での要望 

 

◆ サービス提供事業者からの意見聴取 

サービス提供事業者へアンケート調査を行い、施設整備計画やサービス提供予 

想人数、計画策定に伴う意見を伺い、計画策定審議段階で活用し、計画に反映さ 

せています。 

◇事業者：社会福祉法人等 31 事業者 

◇時 期：平成２3 年 9 月 

◇方 法：アンケート方式にて実施 

 

◆ 中遠地域自立支援協議会からの意見聴取 

中遠地域自立支援協議会から計画に関する意見を聴取し、計画策定審議段階で 

活用し、計画に反映させています。 

◇時 期：平成２４年１月 

◇方 法：計画案を幹事会に提出し、協議会の意見を伺う。 
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５ 事業の体系 

 障害者自立支援法に基づいて施行される障害福祉サービスは、「自立支援給付」と、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により市が実施する「地域生活

支援事業」に大別され、「自立支援給付」は、「介護給付」「訓練等給付」「自立支援

医療」「補装具」に分けられます。 

 

介護給 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包拢支援  

生活介護 

就労移行 

療養介護 

短期入所（ショートステイ） 

共同生活介護（ケアホーム） 

施設入所支援 

 

訓練等給付 

自立訓練 

就労継続支援（Ａ型）  

就労継続支援（Ｂ型） 

共同生活援助 

（グループホーム） 

自立支援医療 

更生医療    

育成医療 

（平成２５年度から） 

補装具 

車椅子・義肢・補聴器 

眼鏡・意志伝達装置等 

 

自立支援給付 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必須給付事業 その他の事業 

相談支援事業 

コミュニケーション支援事業 

日常生活用具給付等事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター機能強化事業   

（創作活動、生産活動の機会提供等） 

訪問入浴サービス事業 

更生訓練費給付事業 

日中一時支援事業 

自動車運転免許取得・改造事業  

手話奉仕員養成事業 

要約筆記奉仕員養成事業 

 

 

 

静岡県 

 

専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成等は県が支援 

 

地域生活支援事業 

障

害

児

・

者 

支

援 
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 自立支援給付及び地域生活支援事業のサービス内容は、以下の通りです。 

 

自立支援給付 
 

１ 障害福祉サービス        

区 分        サービス内容 

(1) 

訪

問

系

サ

｜

ビ

ス 

ア 居宅介護（ホームヘルプ）   自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 

イ 重度訪問介護        重度の肢体丌自由者で常に介護を必要とする人

に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時

における移動支援等を総合的に行います。 

ウ 行動援護          自己判断力能力が制限されている人が行動する

ときに、危険を回避するために必要な支援、外

出支援を行います。 

エ 同行援護 視覚障害により移動が著しく困難な方に対し、

移動時の援護及び外出先での視覚的情報の支援

を行ないます。（Ｈ23.10 から実施） 

オ 重度障害者等包拢支援    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複

数のサービスを包拢的に行います。 

 

(2) 

日

中

活

動

系

サ

｜

ビ

ス 

 

ア 生活介護          常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、

食事の介護等を行うとともに、創作的活動また

は生産活動の機会を提供します。 

イ 自立訓練            

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、

一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

ウ 就労移行支援             

 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行います。 

エ 就労継続支援             

（Ａ型=雇用型・Ｂ型=非雇用型) 

一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供

するとともに、知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

オ 療養介護          医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で

機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常

生活の世話を行います。 

カ 短期入所               

（ショートステイ）              

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、

夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等

を行います。 
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(3) 

居

住

系

サ

｜

ビ

ス 

ア 共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日

常生活の援助を行います。 

イ 共同生活介護 

（ケアホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排

泄、食事の介護等を行います。 

ウ 施設入所支援     施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、

食事の介護等を行います。 

   

２ 自立支援医療 

（更生医療）（育成医療） 

障害の程度を軽くしたり、取り除いたりする手

術等の医療に対して、医療費を給付します。 

  

３ 補装具費            義足や車椅子等の購入等に際し、補装具費（購

入費、修理費）の支給をします。 

 

 

地域生活支援事業 

   

     区 分                     サービス内容                                 

 

 

(1) 

 

必 

 

須 

 

給 

 

付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 相談支援事業 障害のある人、その保護者からの相談に応じ、必要

な情報の提供等や権利擁護のために必要な援助を

行います。又、自立支援協議会を設置し、地域の相

談体制やネットワークの構築を行います。 

イ コミュニケーション 

支援事業 

聴覚、音声または言語機能に障害のある人及び聴覚

障害のある人等とのコミュニケーションを図る必

要がある人が、手話通訳または要約筆記を必要とす

る場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣し、

聴覚障害のある人等の福祉の増進と社会参加の促

進を図ります。 

ウ 日常生活用具 

給付等事業 

日常生活用具給付等事業…障害のある人に対し、特

殊寝台等の日常生活用具を給付または貸不するこ

とにより、日常生活の便宜を図ります。 

住宅改修費助成事業…日常生活を営むのに著しく

支障のある重度の障害のある人（子ども）が段差解

消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用

具の購入費及び改修工事費を給付します。 

点字図書給付事業…在宅の視覚障害のある人（子ど

も）に、点字図書を給付することにより、必要な情

報の入手が容易にできるよう、支援を図ります。 
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エ 移動支援事業 

 

 

外出介護事業…屋外での移動が困難な障害のある

人等について、外出のための支援を行います。 

 

オ 地域活動支援 

センター事業 

 

 

 

障害のある人等に対し、生産活動の機会の提供、社

会との交流促進等の便宜を諮ります。 

また、福祉施設に通所できない人の、日中の場の提

供や、職員の専門性を生かし、日々の生活から生じ

る課題に対し、関係機関と連携し支援を行ないま

す。 

(2) 

 

そ

の

他

の

事

業 

ア 訪問入浴サービス事業 家庭の浴槽で入浴することが困難な重度の障害の

ある人に対し、移動入浴車により家庭を訪問して入

浴サービス事業を行います。 

イ 更生訓練費給付事業 障害者支援施設の入所・通所者の施設訓練に要する

経費について、更生訓練費を支給し、障害のある人

の社会復帰の促進を図ります。 

ウ 日中一時支援事業 

 

 

障害のある人の日中活動の場を確保し、障害のある

人を日常的に介護している家族の一時的な休息を

図ります。 

エ 自動車運転免許 

取得・改造事業 

身体障害のある人の自動車運転免許の取得及び自

動車を改造するために要した経費に対し、予算の範

囲内で補助金を交付します。 

オ 手話奉仕員養成事業 聴覚障害のある人等との交流活動の促進、手話表現

技術を習得した手話奉仕員の養成を行います。 

カ 要約筆記奉仕員 

養成事業 

手話習得が困難な中途失聴・難聴者のコミュニケー

ション手段として、要約筆記を行う奉仕員を養成し

ます。 
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６ 第 2 期障害福祉計画の総拢 

 

（１）第２期障害福祉計画のサービス見込み量と実績（資料１０ページ） 

第２期障害福祉計画を総拢しますと、サービス見込み量と実績の違いの主な 

理由は次のとおりです。 

 

ア 訪問系サービスについては、制度の定着や自己負担額の軽減などにより、 

年々増加しています。地域移行を進めるうえで必要なサービスであり、利用 

者のニーズに対応するため複数の事業所により支援するなど、事業所間の連 

携が必要となってきています。 

 

イ 日中活動系サービスについては、移行予定以外のサービスに移行したり、 

サービスによっては見込みを大きく上回っている事業もありますが、日中活 

動系サービス全体では概ね見込みどおりとなりました。 

 

ウ 居住系サービスについては、新体系移行に伴い施設の入所定員を減らした 

ため、施設入所者が減っているが、入所していた方がグループホーム・ケア 

ホームに入所したため、サービス全体では概ね見込みどおりとなりました。 

 

（２）現状の課題と今後の方向性 

障害福祉サービスの利用については、障害者自立支援法が施行され障害の種 

別（身体・知的・精神）にかかわらず、障害のある人が必要とするサービスを 

利用できるようになりましたが、実際には支援の専門性、設備の問題などから、 

日中活動系・居住系サービスについては障害種別を限定し事業を行なっている 

事業所がほとんどです。 

このため施設整備が進んだ分野については利用者が確実に増加していますが、 

サービスによっては利用できる施設が充分でなく、丌足する施設の整備が急務 

となっています。 

 

ア 入所施設について 

施設への入所については、入所者の地域移行を進めてまいりましたが、移 

行人数を超える数の入所希望があり、より一層の移行促進が必要な状況です。 

この状況を改善するためには、それぞれの市町が現在入所中者のうち軽度 

の障害のある人が住まいの場として入所するグループホームやケアホームを 

整備する必要があります。さらにはグループホーム等の施設整備に併せて、 

一般企業への就労を図るとともに、日中活動の場を提供する日中活動系サー 

ビス施設の整備も求められます。 
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イ 共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)について 

障害のある人が住み慣れたまちで、その人らしく自立した生活を送ること 

ができるように、ケアホーム等の整備が必要になります。 

現在でもニーズは多くありますが、世話人の確保、報酬単価の低さにより 

運営が厳しい状況にあります。 

今後は、施設整備費を助成するなどして、事業者負担を軽減し、グループ 

ホーム・ケアホームの運営事業の実施について知的障害、精神障害の専門性を 

持った法人等と協議を進めます。 

 

ウ 重度の障害のある人に対応した日中活動系サービス施設の整備について 

重度の障害のある人に対応した生活介護施設は、数年後には定員過剰にな 

るため、特別支援学校の卒業生などを受け入れる新たな施設整備が必要とな 

ります。 

また、重症心身障害児（者）のショートステイについては、サービスを提 

供する施設が近隣市には少ないことから、需要に応じきれず、介護者も身体 

を休ませることができない状況となっていることから、施設整備が急務とな 

っています。 

障害者自立支援法に基づく指定基準の一部改正により、高齢者介護サービ 

ス事業所でも障害者の受け入れが可能となる制度「ふじのくに型サービス」 

が実施できることとなったため、この事業の実施に向け、市内の特別養護老 

人ホーム等と協議を進めます。 
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（３）第 2 期計画の見込量と実績 

      

【訪問系サービス】    H21 H22 H23 

居宅介護、重度訪問

介護、行動援護、同行

援護、重度障害者等

包括支援 

見込 

利用者数 （人） ２０ ２５ ３０ 

利用量／人 （時間） ２０ ２０ ２０ 

見込量 A (時間分） ４００ ５００ ６００ 

実績 

利用者数 （人） ２４ ２８ ３２ 

利用量／人 （時間） １１ １３ １６ 

ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (時間分） ２５６ ３６４ ５１２ 

増減 増減（A-B) (時間分） １４４ １３６ ８８ 

       

【日中活動系サービス】         

  

見込 

利用者数 （人） ７８ ９２ １４１ 

生活介護 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） １，７１６ ２，０２４ ３，１０２ 

  

実績 

利用者数 （人） ７３ ９１ １２８ 

  利用量／人 （日） ２１ ２１ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） １，５２３ １，９１１ ２，８１６ 

  増減 増減（A-B) (人日分） １９３ １１３ ５７２ 

  

見込 

利用者数 （人） １ １ １ 

自立訓練（機能訓練） 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） ２２ ２２ ２２ 

  

実績 

利用者数 （人） １ １ １ 

  利用量／人 （日） ２３ ２３ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ２３ ２３ ２２ 

  増減 増減（A-B) (人日分） △１ △１ ０ 

  

見込 

利用者数 （人） １０ １３ １６ 

自立訓練（生活訓練） 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） ２２０ ２８６ ３５２ 

  

実績 

利用者数 （人） １６ ２４ ２８ 

  利用量／人 （日） １４ １５ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ２２７ ３６０ ６１６ 

  増減 増減（A-B) (人日分） △７ △７４ △２６４ 

  

見込 

利用者数 （人） ２１ ２３ ２３ 

就労移行支援 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） ４６２ ５０６ ５０６ 

  

実績 

利用者数 （人） １１ １４ ２１ 

  利用量／人 （日） １９ １９ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ２１０ ２６６ ４６２ 

  増減 増減（A-B) (人日分） ２５２ ２４０ ４４ 

  

見込 

利用者数 （人） ５ ６ ７ 

就労継続支援（A 型） 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） １１０ １３２ １５４ 

  

実績 

利用者数 （人） ３ ４ ５ 

  利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ６６ ８８ １１０ 

  増減 増減（A-B) (人日分） ４４ ４４ ４４ 
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就労継続支援（B 型） 

見込 

利用者数 （人） ７５ ９１ ９８ 

 利用量／人 （日） ２２ ２２ ２２ 

  見込量 A (人日分） １，６５０ ２，００２ ２，１５６ 

  

実績 

利用者数 （人） ７２ ８５ １１０ 

  利用量／人 （日） １６ １６ ２２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） １，２０２ １，３６０ ２，４２０ 

  増減 増減（A-B) (人日分） ４４８ ６４２ △２６４ 

療養介護 見込 見込者数 A （人分） ０ ０ ８ 

  実績 実利用者数 B （人分） ０ ０ ０ 

  増減 増減（A-B) （人分） ０ ０ ８ 

児童デイサービス 

見込 

利用者数 （人） ５ ２５ ４６ 

 利用量／人 （日） ５ ４ ４ 

  見込量 A (人日分） ２５ １００ １８４ 

  

実績 

利用者数 （人） １ ５０ ７８ 

  利用量／人 （日） ２３ ４ ４ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ２３ ２００ ３１２ 

  増減 増減（A-B) (人日分） ２ △１００ △１２８ 

短期入所 

見込 

利用者数 （人） １６ １８ ２２ 

 利用量／人 （日） １３ １３ １３ 

  見込量 A (人日分） ２０８ ２３４ ２８６ 

  

実績 

利用者数 （人） １９ １５ １４ 

  利用量／人 （日） １０ １０ １１ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B (人日分） ２０３ １５０ １５４ 

  増減 増減（A-B) (人日分） ５ ８４ １３２ 

日中活動活動系サー

ビス全体の利用者数 

見込 見込者数 A （人分） ２１１ ２６９ ３６２ 

実績 実利用者数 B (人分） １９６ ２８４ ３８５ 

増減 増減（A-B) (人分） １５ △１５ △２３ 

       

【居住系サービス】       

共同生活援助 

共同生活介護 

見込 見込者数 A （人分） １４ １５ ２６ 

実績 実利用者数 B (人分） １９ ２２ ２３ 

増減 増減（A-B) (人分） △５ △７ ３ 

施設入所支援 見込 見込者数 A （人分） ５１ ６３ ７８ 

  実績 実利用者数 B (人分） ４８ ６０ ７４ 

  増減 増減（A-B) (人分） ３ ３ ４ 

       

【相談支援】       

相談支援 見込 見込者数 A （人分） １ ３ ３ 

  実績 実利用者数 B (人分） １ １ １ 

  増減 増減（A-B) (人分） ０ ２ ２ 
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７ 第３期障害福祉計画について 

 

（１） 平成２６年度の目標値 

 

 障害のある人が、自分の生活を自分で選び、住み慣れたまちでその人らしく自立

した生活を送ることができるよう、地域生活への移行や就労への支援といった新た

な課題に対応する必要があります。この計画において必要な障害福祉サービスの量

を見込むにあたり、以下に掲げる項目に、平成２６年度の数値目標を設定します。 

【数値目標】 

障害福祉サービスの数値目標については、第２期計画の反省をもとに、実際にサ

ービスの利用者となる人を個別に検討し、利用するであろうサービス種別ごとに人

数を積み上げるとともに、新たに整備された施設のサービス種別ごとに利用数を加

算、近隣市の事業所にアンケート調査を行ない、地域の実情などを踏まえ現状を反

映した目標数値としました。  

 ＜実数の積上げ＞ 

◆ 施設入所待機者数 ９人 

    待機者の解消 ３人 

    残る６人の待機者への対応（ショートステイ、日中活動系サービス）  

 

◆ 特別支援学校高等部の卒業見込み者の卒業後のサービス利用意向調査に基 

づく人数 3７人 

袋井特別支援学校高等部の年度別卒業見込み者について、個別に卒業後の 

サービス利用意向調査を行った結果を反映させました。 

    内訳 平成 2４年３月卒業見込み １１人 

平成 2５年３月卒業見込み １８人 

平成 2６年３月卒業見込み  ８人 

 

◆ 入所施設からの地域移行予定者数 ７人（平成 2４年度～平成 2６年度） 

    ◇浜松学園４人 ◇天竜ワークキャンパス１人 ◇わかぎ１人 

◇ワークスうしぶせ１人 

 

◆ 障害児施設等に入所中の過齢児の、支援体制変更に伴う人数 9 人 

   ◇天竜病院３人  ◇ねむの木学園２人  ◇磐田学園１人 

◇静岡てんかん神経医療センター２人   ◇つばさ静岡１人 

  

◆ 新規に整備される施設の開設時期、サービス種目及び定員の推移 
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ア 入所施設の入所者の地域生活への移行 

    項  目          数 値        考 え 方         

入所者数（Ａ） 
８５人 

平成 17 年 10 月１日の数 

（参考 平成 23 年 10 月１日現在の入所者数 73 人） 

平成 26 年度入所者数

（Ｂ） 
7６人 平成 2６年度末時点の利用人数を見込む 

【目標値】 

削減見込 （Ａ－Ｂ） 
９人 差引減少見込数 

【目標値】 

地域生活移行数 
16 人 

平成２６年度末までに施設から地域移行す

る者の数（累計） 

 

【目標値の設定】 

 施設における集団的生活から、本人の意志を尊重し、地域への移行を促進するこ

とを目的とし目標値を設定します。 

 

（ア）入所者数（Ａ）の基準日について、１期計画では入所者数の基準日を平成 

17 年 10 月 1 日として平成 23 年度の目標値を設定しており、本計画では２ 

期計画の見直しを行い、平成 26 年度の目標値を設定することから、基準日は 

１期と同日にしました。 

 

（イ）削減見込（Ａ－Ｂ）９人は、管内施設の新体系に移行に伴う定員計画を踏ま 

え、施設待機者３人を加えて目標値を設定しました。 

 

（ウ）地域生活移行数は、これまでの移行実績数及び施設へのアンケート調査など 

を考慮して目標値を設定しました。 

 

イ 福祉施設利用者の一般就労への移行 

    項  目 数 値 考 え 方 

基準年度 

一般就労移行者数 

 

3 人 

平成 17 年度において福祉施設を退所し、 

一般就労した人の数 

（参考 平成 2２年度の一般就労移行者数７人 ） 

【目標値】 

平成 2６年度の年間 

一般就労移行者数 

 

７人 

平成 26 年度において福祉施設を退所し、 

一般就労する人の数 

 

【目標値の設定】 

平成２６年度の年間一般就労移行者数７人は、施設への移行者調査と就労移行設 

設の卒園予定者数を見込み設定しました。 
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（２） 障害福祉サービスの見込量 

 

ア 訪問系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

                    24 年度 25 年度 26 年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護・同行援護 

重度障害者等包拢支援 

利用者数      ４１人 ４５人 ４９人 

利用量 20 時間   20 時間 20 時間 

 

サービス見込量 

 

820 時間分 

 

900 時間分 

 

980 時間分 

 

【目標値の設定】 

（ア）利用者数は、サービス提供事業者の増加、平成２２年度から平成２３年９月 

の利用者数実績を踏まえ１割程度の増加と、平成２３年１０月からサービスが 

が開始された同行援護利用を見込み設定しました。 

  

（イ）利用量２０時間は、実績を踏まえ２期計画と同時間数に設定しました。 

 

【福祉サービス見込量に対応するための方策】 

（ア）相談支援事業所がサービス等利用計画書を作成し、総合的な支援方針や解決 

すべき課題を踏まえ、適切なサービスを利用者に提供できるように努めます。 

 

（イ）障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう、指定障害福祉サービス事 

業者と連携を図り、多様な訪問系サービスの実施に努めます。 

また、精神障害のある人や重度障害のある人に対するサービス実施主体は現 

状少ないため、介護保険サービスのみの提供事業者の障害福祉分野への参入促 

進を積極的に働きかけ、サービス提供体制の拡充に努めます。 

 

（ウ）精神障害のある人及び当事者団体、医療機関や福祉施設等に対して、訪問系 

サービス内容や事業者に関する情報提供を充実し、精神障害のある人のサービ 

スの利用促進に努めます。 

 

（エ）サービス提供事業者のホームヘルパーに対し講習等の情報提供を行ない、よ 

り質の高いサービスが提供できるようにします。 
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イ 日中活動系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

                                 24 年度 25 年度 26 年度 

日中活動系サー

ビス全体の見込量 

 

サービス見込量 

   

349人分 

  

388人分 

    

404 人分 

 

生活介護 

利用者数   143人  158人       161 人 

利用量      22日    22日      22 日 

サービス見込量 3，146 

人日分 

3，476 

人日分 

3，542 

人日分 

 

自立訓練 

 (機能訓練) 

利用者数    1人     1人         1人 

利用量      22日    22日      22 日 

サービス見込量 22人日分 22人日分 22人日分 

 

自立訓練 

 (生活訓練) 

利用者数    31人   23人        24 人 

利用量      22日    22日       22 日 

サービス見込量 682 人日分 506人日分 528 人日分 

 

就労移行支援 

利用者数    26人    29人        30 人 

利用量      22日    22日      22 日 

サービス見込量 572 人日分 638人日分 660 人日分 

 

就労継続支援 

(Ａ型＝雇用型) 

利用者数    6人     7人         8人 

利用量      22日    22日      22 日 

サービス見込量 132 人日分 154人日分 176 人日分 

 

就労継続支援 

(B 型＝非雇用型) 

利用者数  114人  140人       148 人 

利用量      22日    22日      22 日 

サービス見込量 2，508 

人日分 

3，080 

人日分 

3，256 

人日分 

療養介護 サービス見込量 6人分 6人分 6 人分 

 

短期入所 

利用者数    22人    24人        26 人 

利用量      13日    13人      13 日 

サービス見込量 286 人日分 312人日分 338 人日分 

 

【目標値の設定】 

（ア）平成 22 年度実績を踏まえ、サービスの利用者となる人を個別に検討し、利 

用するであろうサービス種別ごとに人数を積み上げるとともに、新たに整備さ 

れた施設のサービス種別ごとに利用数を加算し、地域の実情などを踏まえ現状 

を反映した目標数値を算出しました。  

 

（イ）利用量の２２日は土、日及び祝祭日を除いた毎月利用可能とされる平均の日 

数を設定しました。 
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【見込量確保のための方策】 

（ア）地域全体で障害のある人を支える力を高める観点から、中遠地域自立支獲 

協議会を活用し、障害者関係団体、福祉サービス事業者、保健、医寮関係者 

等の連携を強化します。 

 

（イ）高齢者施設の活用により、日中活動系事業が実施できないかなど、高齢者 

関係事業者と連携を図り、多様な日中活動系サービスの実施主体の確保に努 

めます。 

 

（ウ）国県市の助成制度や、民間福祉団体の助成制度などをＰＲし、事業者の施 

設整備を支援します。 

 

（エ）障害のある方や家族が気軽に相談でき、利用者のニーズを把握してサービ 

スに繋げることができる一般相談支援事業所のＰＲに努めます。 

 

（オ）サービス事業者に対し、ハローワーク等と連携し、看護師、理学療法士・ 

作業療法士やジョブコーチ等の人材の情報提供に努めます。 

 

（カ）福祉施設等における障害者の仕事の確保のため官公需における受注機会の 

拡大や、授産製品の販売に協力していきます。 
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ウ 居住系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

                      24 年度 25 年度 26 年度 

共同生活援護 

（グループホーム） 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

サービス見込量 26 人分 2８人分 3０人分 

施設入所支援 サービス見込量 ７８人分 ７９人分 ８０人分 

【目標値の設定】 

（ア）共同生活援助、共同生活介護のサービス見込量は平成 22 年１０月～平成 

２３年９月の利用者数を基準に、在宅からの新たな利用見込みと、施設からの 

地域移行見込み者及び退院可能精神障害者の利用を見込み設定しました。 

 

（イ）施設入所支援のサービス見込量は、平成２３年９月の入所実績に、待機者上 

位にある３名を加えました。 

 

【見込量確保のための方策】 

（ア）障害種別の重複、高次脳機能障害や発達障害など専門的な支援が必要な方が 

増加傾向にあるため、施設職員の資質のさらなる向上を目的に、県や関係機関 

等で実施する研修会等への積極的な参加を促します。 

 

（イ）グループホーム等を立ち上げる際の施設整備費や備品購入費等の助成につい 

て説明し設置を呼びかけていきます。 

 

（ウ）障害のある人が安心して病院や施設を退所し、グループホーム・ケアホーム 

に移行できるよう、相談支援事業所、医療機関や運営法人などと連携を図りま 

す。 

 

（エ）賃貸住宅の活用を図るため市内アパート等の空き状況等を調査し、グループ 

ホーム・ケアホームとして事業者が利用可能かなどの検討をしていきます。 

 

（オ）入所支援については、静岡県指定障害者支援施設入所利用調整要綱により、 

家族等の介護や居宅サービスによる支援だけでは地域生活が困難であり、施設 

入所支援の必要性・緊急性が高い障害のある人の受け入れを優先していきます。 
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エ その他のサービス（月間） 

                                      2４年度 2５年度 2６年度 

計画相談支援 

(サービス利用計画作成) 
サービス見込量 １５人分 ３０人分 ４１人分 

地域相談支援 

(サービス利用計画作成) 
サービス見込量 ２人分 ３人分 ４人分 

【目標値の設定】 

サービス計画の作成については、市の支給決定後の計画作成や、対象者が限定

されている等、利用者は限られていました。 

 平成２４年４月の法改正により、障害福祉サービスを利用するすべての人が対

象となるため、新規申請時又は更新申請時に作成することとし、各年度の申請者

を見込み計画相談支援の人数を推計しました。 

 また、精神科病院の退院予定者で地域移行支援を必要とする方の利用を年２回

と見込み地域相談支援の人数を推計しました。 

 

【見込量確保のための方策】 

（ア）生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成に関する業務を担当すること 

から、これに対応できる指定特定相談支援事業者の確保に努めます。 

 

（イ）医療機関からの退院者や福祉施設からの退所者が、地域での生活がスムーズ 

に移行できるよう支援します。 
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（３） 地域生活支援事業実施に関する事項 

 

1 事業の種類ごとの実施に関する考え方 

(１) 相談支援事業          実施内容 

  ア 相談支援事業   

    (ｱ)障害者相談支援事業 障害のある人等からの相談に応じて必要な情報の

提供や助言、調整などの支援を行うとともに、障害

のある人等の権利擁護のために必要な援助を行い

ます。相談支援事業を行う社会福祉法人、及び地域

活動支援センターへの委託により実施します。 

            【利用者負担金は無料】 

 

(ｲ)地域自立支援協議会 三障害に対応した地域自立支援協議会を設置し、関

係機関とのネットワーク化を進めていきます。 

上記の障害者相談支援事業により設置・運営しま

す。 

 

イ 相談支援機能強化事業 相談支援事業の適正かつ円滑な実施を図るため、専

門的な知識能力を有する職員を配置して相談支援

機能の強化を図ります。相談支援事業を行う社会福

祉法人、及び地域活動支援センターへの委託により

実施します。       【利用者負担金は無料】 

 

ウ 住宅入居等支援事業 賃貸契約による一般住宅の入居に必要な調整等の

支援を行います。相談支援事業を行う社会福祉法

人、及び地域活動支援センターへの委託により実施

します。        【利用者負担金は無料】 

 

エ 成年後見制度利用支援事業 低所得者に対し、成年後見の申立てや後見人等の報

酬の全部又は一部を助成することにより、制度の利

用を促進します。相談支援事業を行う社会福祉法

人、地域活動支援センターへの委託及び市の直営に

より実施します。     【利用者負担金は無料】 

 

(２) コミュニケーション支援事業          実施内容 

 

 

 

ア  手話通訳者及び 

要約筆記者派遣事業 

病院への通院等、学校・公共、施設等への用務、冠

婚葬祭、社会参加活動等を派遣対象とします。 

市直営で実施します。  【利用者負担金は無料】 
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（３）日常生活用具給付等事業          実施内容 

  ア 介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マットなど障害者(児)の身体介護

を支援する用具や、障害児が訓練に用いる椅子な

ど。現行の給付種目等を基準に対象用具を設定し、

市直営で実施します。   【利用者負担金は５％】 

イ 自立生活支援用具 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など障

害のある人(児)の入浴、食事、移動などの自立生活

を支援する用具。種目は現行の給付種目等を基準に

対象用具を設定し、市直営で実施します。 

【利用者負担金は５％】 

ウ 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器など障害のある人(児)の在宅療

養等を支援する用具。種目は現行の給付種目等を基

準に対象用具を設定し、市直営で実施します。 

【利用者負担金は５％】 

エ 情報意志疎通支援用具 点字器など障害のある人(児)の情報収集、情報伝達

や意思疎通等を支援する用具。種目は現行の給付種

目等を基準に対象用具を設定し、市直営で実施しま

す。          【利用者負担金は５％】 

オ 排泄管理支援用具 ストマ用装具など障害者(児)の排泄管理を支援す

る衛生用品。種目は現行の給付種目等を基準に対象

用具を設定し、市直営で実施します。  

【利用者負担金は５％】 

  カ 居宅改修費助成事業 障害のある人(児)の居宅生活動作等を円滑にする

ための補助用具や段差解消などの小規模な改修。現

行の事業内容に基づき、市直営で実施します。            

       【利用者負担金は１０％】 

キ 点字図書給付事業 現行の事業内容に基づき、市直営で実施します。 

【給付額は、点字図書価格から自己負担額（一般図

書の購入価格相当額）を控除した額】 

（４） 移動支援事業          実施内容 

  ア 外出介護事業 屋外での移動が一人では困難な障害のある人(児)

の社会参加のための支援。指定障害福祉サービス事

業者等への委託により実施します。 

【利用者負担金は５％】 
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（５）地域活動支援センター事業 実施内容 

 

  

ア 地域活動支援センター 

 

気軽に利用できる居場所として、社会適応や機能訓

練等を行う場として、更には軽作業や社会的交流な

どを行う日中活動の場として実施します。地域活動

支援センターを設置している事業者への委託によ

り実施します。 

【利用者負担金は無料】 

（６）その他の事業           実施内容 

 

 

 

ア 訪問入浴サービス事業 地域における身体障害者の生活を支援するため居

宅に訪問して入浴サービスを提供します。指定障害

福祉サービス事業者等への委託により実施します。         

【利用者負担金は５％】 

イ 更生訓練費給付事業 施設において就労移行支援サービス又は自立訓練

サービスを利用している人に対し、社会復帰を進め

るため更生訓練費を支給します。市直営で実施しま

す。 

ウ 日中一時支援事業 障害のある人(児)の日中活動の場を確保と、障害の

ある人(児)を介護している家族の就労支援や一時

的な休息のため、日中の一時預かりを行います。 

指定障害福祉サービス事業者等への委託により実

施します。        【利用者負担金は５％】 

エ 自動車運転免許 

取得・改造事業 

市直営で実施します。 【補助限度額は１０万円】 

オ 手話奉仕員養成事業 社会福祉法人袋井市社会福祉協議会等への委託に

より実施します。  

【受講料は無料 テキスト代金等実費負担】 

カ 要約筆記奉仕員 

養成事業 

要約筆記ボランティアグループ等への委託により

実施します。 

【受講料は無料 テキスト代金等実費負担】 
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2  第２期計画の事業の種類ごとの実績 

 

    事  業  名 

平成21年度 平成22年度 平成 23 年度 

箇

所 
利用者 

件数 

箇

所 
利用者 

件数 

箇

所 
利用者 

件数 

（１）相談支援事業      

 ア 相談支援事業                

 (ｱ) 障害者相談支援事業 ２   ２   ２   

(ｲ) 地域自立支援協議会 実 施 実 施 実 施 

イ 相談支援機能強化事業  実 施  実 施   実 施 

ウ 住宅入居等支援事業 実 施 実 施 実 施 

エ 成年後見制度利用支援事業  実 施  実 施  実 施 

（２）コミュニケーション支援事業    

 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業  ２２   ２２   １９ 

（３）日常生活用具給付等事業    

 ア 介護・訓練支援用具  ５  ４  ５ 

イ 自立生活支援用具  ８  ８  ７ 

ウ 在宅療養等支援用具  ７  １０  ８ 

エ 情報・意志疎通支援用具  １６  １４  ５ 

オ 排泄管理支援用具  1，119  1，093  1，180 

カ 住宅改修費助成事業   ０   ２  ２ 

キ 点字図書給付事業  ４  ６  ３ 

（４）移動支援事業    

 ア 外出介護事業 11 38 884 11 31 1008 11 33 1044 

 イ ガイドヘルパー派遣事業 ３ ８ 732 ３ ６ 469 ３ ６ 430 

（５）地域活動支援センター事業    

 ア 基礎的事業 ３ ２４ ３ １８ ３ ５８ 

イ 機能強化事業 ３ ５６ ３ ３０ ３ ３４ 

（６）その他の事業    

 ア 訪問入浴サービス事業 １ ２ ２ ２ ３ ３ 

イ 更生訓練費給付事業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ウ 日中一時支援事業 11 １３１ 13 121 13 143 

エ 自動車運転免許取得・改造事業  １  ３  ０ 

オ 手話奉仕員養成事業  １７  １０  １０ 

カ 要約筆記奉仕員養成事業  ０  ０  ６ 

 

(注１) 日常生活用具給付事業の数値は、給付見込み件数を記載。 

(注２) 移動支援事業では、実施見込み箇所数、利用見込み者数、延べ利用見込み時間数を記載。 

(注３) その他事業、手話奉仕員養成事業及び要約筆記奉仕員要請事業は、養成講習終了見込み者数を記載。 
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◆ 地域活動支援センター事業につきましては、３事業所のうち精神に障害のある方

への支援を行なう事業所を、平成２３年４月に磐田市から市内に事業所を移したた

め利用人数が増加しました。 

 

◆ 平成２３年度まで、地域生活支援事業で実施していたガイドヘルパー派遣事業は、

障害者自立支援法のサービスで同じ事業を行なう同行援護が開始されたため、事業

を廃止しました。 

 

◆ 疾病等により排泄機能を失った人が排泄を管理する用具（排尿袋・排便袋）を着

装する件数が増えています。（医療技術の進歩等により高齢者の着装が多くなって

います。） 

 

◆ 障害児の放課後児童クラブの利用日数が限られていることや、通所施設が終わっ

た後午後５時以降の支援を実施している事業所が増えたため、日中一時支援事業の

利用者が伸びています。 
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3 各年度における事業の種類ごとの量の見込み 

 

    事  業  名 

24 年度 25 年度 26 年度 

箇

所 

利用者 

件数 
箇所 利用者 

件数 
箇

所 

利用者 

件数 

（１）相談支援事業      

 ア 相談支援事業                

 (ｱ)一般相談支援事業 ２  ３  ３  

(ｲ)指定特定相談支援事業 ３  ３  ３  

(ｳ)地域自立支援協議会 実 施 実 施 実 施 

イ 相談支援機能強化事業  実 施  実 施  実 施 

ウ 住宅入居等支援事業 実 施 実 施 実 施 

エ 成年後見制度利用支援事業  実 施  実 施  実 施 

（２）コミュニケーション支援事業    

 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業   ２１   ２３   ２５ 

（３）日常生活用具給付等事業    

 ア 介護・訓練支援用具  ５  ５  ５ 

イ 自立生活支援用具  ８  ９  １０ 

ウ 在宅療養等支援用具  １０  １２  １５ 

エ 情報・意志疎通支援用具  ５  ５  ５ 

オ 排泄管理支援用具  1，200  1，225  1，250 

カ 住宅改修費助成事業  ３  ３  ３ 

キ 点字図書給付事業  ５  ５  ５ 

（４）移動支援事業    

 外出介護事業 11 35 1，105 11 36 1，170 11 38 1，230 

（５）地域活動支援センター事業    

 ア 基礎的事業 ２ ６０ １ ６５ １ ７０ 

イ 機能強化事業 １ ３０ １ ３０ １ ３０ 

（６）その他の事業    

  ア 訪問入浴サービス事業 ３ ５ ３ ６ ３ ７ 

イ 更生訓練費給付事業 １ １ １ １ １ １ 

ウ 日中一時支援事業 14 145 14 150 14 155 

エ 自動車運転免許取得・改造事業  ２  ２  ２ 

オ 手話奉仕員養成事業  １０  １０  １０ 

カ 要約筆記奉仕員養成事業  ５  ５  ５ 

 

(注１) 日常生活用具給付事業の数値は、給付見込み件数を記載。 

(注２) 移動支援事業では、実施見込み箇所数、利用見込み者数、延べ利用見込み時間数を記載。 

(注３) その他事業、手話奉仕員養成事業及び要約筆記奉仕員要請事業は、養成講習終了見込み者数を記載。 
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【目標値の設定】 

ア 各事業のサービス提供施設の箇所数は既存施設へのアンケート調査及び今後

新たな施設整備見込み等を踏まえて設定しました。 

 

イ 利用者・件数について、（２）コミュニケーション支援事業（３）日常生活用

具給付等事業（４）移動支援事業（５）地域活動支援センター事業（６）その

他の事業は平成２２年度の利用実績をもとに、今後のサービス提供体制の整備

を踏まえ設定しました。 

 

ウ 成年後見制度の利用促進を図るため、身寄がない人などの市長申し立て手続 

きや、後見人等への報酬助成制度などの充実を図るとともに、市民後見人につ 

いても育成に努め、法人後見人とともに協働できる体制づくりを進めます。 

 

 

（４） 基盤整備に関する事項 

 

 サービスの種類 24 年度 25 年度 26 年度 

就労継続支援（Ｂ型） 定員 20 人   ２   

生活介護施設     定員２０人   １   

グループホーム・ケアホーム 定員６人   １ 

【目標値の設定】 

 既存施設の定員と利用者見込を比較し、事業者へのアンケート調査を踏まえ、

丌足するサービス事業について設定しました。 

 

【見込量確保のための方策】 

社会福祉法人やＮＰＯ法人等と連携を図り、支援サービスの実施主体の確保に

努めます。 
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（５） 相談支援体制の充実・強化に関する事項 

 

◆ 相談支援事業所 

ア 相談支援体系については、平成２４年度から次のとおりとなります。 

（ア）一般相談支援事業者    一般的な相談を行なう 

 

（イ）指定特定相談支援事業者  サービス利用計画を定める 

 

（ウ）指定一般相談支援事業者  地域移行・定着支援を行なう 

 

イ 支援内容 

（ア）障害のある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、家庭訪問や関 

係機関等との調整や、必要な情報提供を行います。 

 

（イ）知的に障害のある人や精神に障害のある人のうち判断能力が丌十分な人及 

びその家族に、制度利用の手続方法や助成制度など必要な援助を行います。 

 

（ウ）自立支援協議会の運営を受託し、地域の相談支援体制やネットワークの構 

築を行います。 

 

 

◆ 自立支援協議会 

ア 障害のある人が地域において自立した日常生活及び社会生活が営むことがで 

きるよう相談支援体制を確立し、障害福祉関係者及び関係機関からなる地域自 

立支援協議会の充実強化を図ります。 

 

イ 地域自立支援協議会の名称    

中遠地域自立支援協議会  

 

ウ 事業内容 

（ア）受託指定相談支援事業者の運営評価等に関すること 

（イ）困難事例への対応に関すること 

（ウ）地域の関係機関による障害者支援ネットワークの構築に関すること 

（エ）地域の社会資源の開発、改善に関すること 

（オ）障害のある人の就労促進に関すること 

（カ）袋井市及び磐田市の障害福祉計画や福祉施策の提言に関すること。 

     


